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     景観重要建造物等の助成制度について 
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船橋市景観重要建造物等助成金交付要綱（案） 

 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）第４６条

の規定に基づく求めがあった場合において、景観重要建造物等の維持、保全及び継承を

図ることを目的に所有者等が実施する修繕等に対し、予算の範囲内で助成金を交付する

ことについて必要な事項を定めるものとする。また、この要綱に記載なきことについて

は、船橋市補助金等の交付に関する規則（昭和５６年船橋市規則第５０号）の定めによ

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 景観重要建造物 法第１９条第１項の規定により指定された景観重要建造物をいう。 

⑵ 景観重要樹木 法第２８条第１項の規定により指定された景観重要樹木をいう。 

⑶ 景観重要建造物等 景観重要建造物と景観重要樹木をいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。 

⑴ 景観重要建造物等の所有者 

⑵ 景観重要建造物等の所有者の承諾を得て助成対象事業を行う者 

⑶ その他市長が認める者 

２ 前項各号に掲げる者は、市区町村税の滞納がない者とする。ただし、市長が必要があ

ると認める場合は、この限りでない。 

（助成対象事業） 

第４条 助成金の交付対象となる事業は、助成対象者が景観重要建造物等を維持、保全及

び継承を図ることを目的に実施する次の各号に掲げる事業とする。 

⑴ 景観重要建造物の外観の修繕等に関する事業 

⑵ 景観重要建造物の外観を維持するために必要な構造上の修繕等に関する事業 

⑶ 景観重要建造物に付帯する各種設備等の修繕等に関する事業 

⑷ 前 3 号に規定する事業に関する設計等 

⑸ 景観重要樹木の樹形の整形に関する事業 

⑹ 景観重要樹木の倒木及び枯損防止等に関する事業 

（助成対象経費、額及び限度額等） 

第５条 助成対象経費、額及び限度額は、別表のとおりとする。 

２ 助成金の交付は、一の景観重要建造物等に対し一の年度につき１回とする。 



３ 前２項の規定にかかわらず、災害等により損壊した景観重要建造物等の現状復旧に係

る事業で市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、船橋市景観重要

建造物等助成金交付申請書（第１号様式）に必要な書類を添えて、市長に申請しなけれ

ばならない。 

２ 申請者は、前項の規定により申請するに当たって、当該助成金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額 （助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として

控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に

よる地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。）

を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税

仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合にはその内容を審査し、適正と認め

たときは予算の範囲内で助成金の交付を決定する。 

２ 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成

金の交付に係る事項に修正を加えて交付決定することができる。 

３ 市長は、第６条第２項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、

助成金の額の確定において当該助成金に係る消費税仕入控除税額を減額する旨の条件を

付して、交付の決定を行うものとする。 

 （交付条件） 

第８条 市長は、助成金の交付を決定する場合には、必要な条件を付し、又は指示するこ

とができる。 

（交付決定の通知） 

第９条 市長は、助成金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条

件を付した場合にはその条件を船橋市景観重要建造物等助成金交付決定通知書（第２号

様式）により申請者に通知する。 

（助成事業の遂行） 

第１０条 助成金の交付決定を受けた者（以下「助成事業者」という。）は、助成金の交付

の対象となった事業計画及び交付決定に付した条件その他市長の処分に従い、善良な管

理者の注意をもって助成事業を行わなければならず、助成金の他の用途への使用をして

はならない。 

（計画変更等の承認） 

第１１条 助成事業者は、助成事業の計画を変更（市長が認める軽微な変更を除く。）しよ

うとするとき又は助成事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに船橋



市景観重要建造物等助成金事業計画（変更・中止・廃止）申請書（第３号様式）により

市長の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、その承認若しく

は不承認を船橋市景観重要建造物等助成金申請事項（変更・中止・廃止）承認（不承認）

通知書（第４号様式）により助成事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 助成事業者は、当該助成事業が完了したとき（廃止の承認を受けたときを含む。）

はその完了した日から起算して２０日を経過する日又は助成金の交付決定に係る会計年

度が終了する日のうちいずれか早い日までに、船橋市景観重要建造物等助成事業実績報

告書（第５号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

⑴ 収支決算書 

⑵ その他市長が必要があると認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、助成事業の実績に基づき精算額で交付決定をした場合の助

成金については、前項の報告は要しないものとする。 

３ 第６条第２項ただし書の規定により交付の申請をした助成事業者は、第１項の規定によ

る実績報告を行うに当たって、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合に

は、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

（額の確定等） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書等の書

類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助

成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、

適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を船橋市景観重要建

造物等助成金確定通知書（第６号様式）により当該助成事業者に通知する。 

（交付時期） 

第１４条 助成金は、前条の規定により確定した額を助成事業が完了した後において交付

する。ただし、市長が必要があると認めるときは、助成事業の完了前に交付することが

できる。 

２ 助成事業者は、前項ただし書の規定により助成事業の完了前に助成金の交付を受けよ

うとするときは、船橋市景観重要建造物等助成金交付請求書（第７号様式）により市長

に請求しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１５条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

⑵ 暴力団等であることが判明したとき。 

⑶ 助成金を他の用途に使用したとき。 



⑷ 第１８条の規定に違反して承認を受けないで助成事業により取得し、又は効用の増

加した財産を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は

担保に供したとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他

法令等に違反したとき又は市長の処分に従わなかったとき。 

２ 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても

適用があるものとする。 

３ 第９条の規定は、第 1 項の規定による取消しをした場合について準用する。 

（助成金の返還） 

第１６条 市長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消し

に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、船橋市景観重

要建造物等助成金返還命令書（第８号様式）によりその返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を

超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、船橋市景観重要建造物等助成金

返還命令書により確定額を超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還） 

第１７条 助成事業者は、助成事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により助成金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の

場合を含む。）は、船橋市景観重要建造物等助成金に係る消費税及び地方消費税の仕入控

除税額報告書（第９号様式）により速やかに、遅くとも助成事業完了日の属する年度の

翌々年度６月３０日までに市長に報告しなければならない。ただし、当該助成金に係る

消費税仕入控除税額を減額して実績報告を行った場合には、この限りでない。なお、助

成事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、

自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地

方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を

行うこと。また、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があるこ

とが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。 

 （財産の処分の制限） 

第１８条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を

市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の全部に相当する金額を市に納付

した場合又は助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間

を経過した場合は、この限りでない。 

 ⑴ 不動産及びその従物 

 ⑵ 機械及び重要な器具で市長が定めるもの 

 ⑶ その他助成金の交付の目的を達成するため、市長が必要があると認めるもの 



（関係書類の整備） 

第１９条 助成事業者は、助成事業に係る経費の収支を明らかにした書類を１０年間整備

しておかなければならない。 

（調査又は報告） 

第２０条 市長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、助成

事業者に対して、助成事業の遂行に関する状況を調査し、又は報告を徴することができ

る。 

（補足） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表 

区分 助成対象事業 助成対象経費 助成金の額 限度額 

景観重要建造物 

第４条第１号の事業 工事費、付帯工事費、測量

及び試験費、機械器具費、

営繕費その他市長が認める

経費 

助成対象経費の２分の１に

相当する額。国庫補助事業

及び県費補助事業の場合

は、補助対象経費から国庫

補助額・県費補助額を控除

した額の２分の１以内の

額。 

５００万円。ただし、予算

の範囲内。 

第４条第２号の事業 

第４条第３号の事業 

第４条第４号の事業 

基本設計及び実施設計に要

する測量及び試験費、機械

器具費その他市長が認める

経費 

景観重要樹木 

第４条第５号の事業 

せん定及び枝の処理等に要

する経費、機械器具費、原

材料費その他市長が認める

経費 

助成対象経費の２分の１に

相当する額。国庫補助事業

及び県費補助事業の場合

は、補助対象経費から国庫

補助額・県費補助額を控除

した額の２分の１以内の

額。 

５０万円。ただし、予算の

範囲内。 

第４条第６号の事業 

倒木防止の設備、病害虫駆

除等に要する経費、機械器

具費、原材料費その他市長

が認める経費 

備考 

１ 助成金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ 一の年度における助成金の限度額は、一の景観重要建造物につき５００万円を超えないものとする。 

３ 一の年度における助成金の限度額は、一の景観重要樹木につき５０万円を超えないものとする。 

４ 景観重要建造物において同一箇所に対する助成金の額は、１０年間で５００万円とする。 


